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第１章 経営戦略の概要 

１ 経営戦略改定の趣旨と位置付け 

(１) 経営戦略改定の趣旨 

米原市下水道事業は、「経営基盤の強化」、「財政マネジメントの向上」を図ること

を目的として、令和３年４月に計画的かつ合理的な経営の基本計画である「米原市下

水道事業経営戦略」を策定、公表しました。 

この経営戦略では、令和３年度から令和 13年度までの 11年間を計画期間とし、５

年に一度、経営戦略における投資・財政計画と実績とのかい離およびその原因を分析

し、その結果を次期経営戦略に反映させるＰＤＣＡサイクルを機能させることにより、

改定時により実効性のある戦略にしていくこととしていました。 

経営戦略を策定してから５年を経過しようとしている中で、各目標の達成状況とそ

の評価を実施し、その結果を踏まえることにより、引き続き米原市下水道事業の経営

基盤の強化、財政マネジメントの充実に努めていく必要があります。 

また、近年の下水道事業を取り巻く経営環境は、人口減少等に伴って下水道使用料

収入が減少していく一方で、下水道管路や終末処理場などの下水道施設の老朽化対策

や防災・減災対策等の需要が増加することに加え、物価高騰や人件費の上昇が重なる

ことで費用が増加しており、事業経営がより一層厳しくなることが見込まれます。 

このような状況の中においても、本市下水道事業の将来の投資と財源を均衡させ、

健全な経営を行っていくために必要な取組みや適正な下水道使用料のあり方を検討

し、それを実施していくためには、中長期的な視点に立った計画の策定が求められま

す。 

以上の観点から、本市の下水道事業が、今後も持続的かつ安定的に下水道事業サー

ビスを市民に提供していくことを目指し、中長期的な経営の基本計画である「米原市

下水道事業経営戦略」を改定するものです。 
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(２) 経営戦略の位置付け 

人口の減少や施設および管渠の老朽化等、下水道事業を取り巻く環境は一段と厳し

さを増しています。そうした中で、国は持続的・安定的な下水道事業を維持していく

ために、「公営企業の経営に当たっての留意事項について」(平成 26年８月 29日付け

総財公第 107 号、総財営第 73 号、総財準第 83 号総務省自治財政局関係課長通知)を

公表し、各公営企業は、「経営戦略」を策定して経営基盤の強化と財政マネジメント

の向上に取り組むことを求めています。また、令和４年１月には、「「経営戦略」の改

定推進について」(令和４年１月 25日付け総財公第６号、総財営第１号、総財準第２

号総務省自治財政局関係課長通知)を発出し、国が定めた「経営戦略策定・改定ガイ

ドライン」および「経営戦略策定・改定マニュアル」に基づき、定期的な見直しを行

うことにより、経営戦略の質を高めていくことを求めています。 

本改定にあたっては、国が定めた「経営戦略策定・改定ガイドライン」や「経営戦

略策定・改定マニュアル」に基づくとともに、県の上位計画および本市の上位計画等

との整合を図っています。なお、県の上位計画である滋賀県汚水処理施設整備構想は、

令和７年度現在見直し中であり、令和８年度中に「滋賀県汚水処理施設整備構想2026」

として改定される予定です。 

 

図表 1‐1 米原市下水道経営戦略の位置付け 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 経営戦略の対象および投資・財政計画期間 

本経営戦略の対象は、米原市の下水道事業とします。また、投資・財政計画期間は令

和 17年度を目標年度とし、令和８年度からの 10年間とします。なお、計画期間中に経

営状況や進捗状況等を公表するとともに、少なくとも５年に一度検証を行います。  
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第２章 下水道事業の現状と課題 

１ 公共下水道事業の現状と課題 

(１) 公共下水道事業の概要 

公共下水道は、国土交通省の所管の事業で、主として市街地における下水を排除ま

たは処理するために地方公共団体が構築し、管理する下水道です。終末処理場がある

ものを「単独公共下水道」、流域下水道に接続するものを「流域関連公共下水道」と

いいます。本市は「流域関連公共下水道」に該当し、滋賀県が管理する流域下水道へ

接続し、汚水処理を行っています。また、本市では、主として市街地における下水を

排除することを目的とした「公共下水道」と、市街化区域以外の区域において自然環

境の保全等を目的とした 「特定環境保全公共下水道」を合わせ、「公共下水道」とし

て、事業を実施しています。 

 

 

図表 2‐1 下水道の種類 
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(２) 事業の沿革 

本市の下水道整備は、まず、特定環境保全公共下水道事業を昭和 62 年度に事業着

手し、平成３年度には、旧米原町(磯地先)、旧近江町(世継地先)にて供用開始しまし

た。また、公共下水道事業は、平成２年度に事業着手し、平成７年度に供用開始して

います。 

市内で公共下水道に排出された汚水は、滋賀県が整備、管理する流域下水道に投入

し、最終的には、彦根市松原地先の東北部浄化センターにて最終処理をしています。 

このような汚水処理方式の都合上、下流の旧米原町・旧近江町から順に上流の旧山東

町・旧伊吹町に向けて下水道整備を進めていくことになりました。そして、平成 22年

度には、既存集落の面整備は、概ね完了しました。 

一方、旧山東町、旧伊吹町の山間部で公共下水道の整備計画区域内に所在する一部

の地域では、下流から順次整備されるまでは水洗化等による便益を受けられないこと

から、早期に下水道整備を要望される地域がありました。そのような地域では、それ

ぞれの地域において処理場を設け、下水の処理を行う農業集落排水処理という方式を

採用しました。米原市内で農業集落排水処理方式を採用した地区は計 11 地区ありま

すが、そのうち７地区は、元々、公共下水道を整備する計画になっていました。 

本市下水道事業では、この７地区について、順次、公共下水道に接続していく事業

に取り組んでおり、令和６年度末時点で３地区までの接続を完了しました。令和６年

度の下水道事業整備計画図は図表 2－3のとおりです。 

 

図表 2‐2 公共下水道事業と特定環境保全公共下水道事業 

(令和７年３月 31 日現在) 

 

 

 

  

 公共下水道事業 特定環境保全公共下水道事業 

供用開始年月日 平成７年４月１日 平成３年４月１日 

法適(全部・財務)・非適の区分※ 法適(全部) 法適(全部) 

処理区域面積 1,006ha 772ha 

処理区域内人口(汚水処理人口) 17,834 人 15,967 人 

処理区域内人口密度 17.7 人/ha 20.7 人/ha 

水洗化人口 16,986 人 15,258 人 

※法適：地方公営企業法の規定を適用する公営企業、非適：地方公営企業法の規定を適用しない公営企業。 
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図表 2－3 下水道事業整備計画図 
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多和田真空ステーション 

寺倉真空ステーション 
滋賀県東北部浄化センター 
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(３) 施設の状況 

下水道管渠の布設は昭和 63 年度から開始しています。令和６年度末における公共

下水道の管渠総延長は汚水管と雨水管を合わせて 393 ㎞となっています。 

現時点で管渠の耐用年数である 50 年を経過しているものはありませんが、今後の

老朽化に備え、計画的に更新を行っていく必要があります。 

また、本市には、水中花として知られるバイカモ(梅花藻)が自制している醒井地区

を始め、霊仙山系から湧出した豊富な地下水が、風光明媚な水辺環境を形成していま

す。これらの地域では、古くからの建造物が多く、汚水管を深く埋設すると清流な水

路の汚濁が懸念され、周辺環境に悪影響を及ぼすことが懸念されることから、掘削深

を低減させるために真空式下水道を採用しています。本市では、この真空式下水道に

必要な真空式ポンプ場を３施設有しています。 

その他、公共下水道事業の下水道施設として、マンホールポンプ場が 68 か所あり

ます。なお、終末処理場に関しては、彦根市松原地先に所在する滋賀県管理の東北部

浄化センターにおいて広域的な汚水処理を行っているため、自己所有はしていません。 

図表 2‐4 管渠の布設年度別延長(公共下水道事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2－5 主な真空式下水道ポンプ場の概要 
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(４) 下水道使用料の状況 

本市の公共下水道使用料は、旧坂田郡４町合併後の平成 18 年４月に旧４町の使用

料体系を統一しました。 

その後、消費税増税時以外で改定することはありませんでしたが、平成 30 年４月

に本市下水道事業が地方公営企業法の適用を受ける企業会計に移ったことにより、損

益計算を踏まえた企業経営が実現できるようになりました。令和３年４月に策定・公

表した米原市下水道事業経営戦略では、一般会計からの基準外繰入金を入れなくても

向こう 50年間で一度は黒字転換が図れる最低限の改定率として 10％増とする使用料

改定を行うことになりましたが、当時はコロナ禍の状況下にあったことから、令和４

年度に５％増、令和９年度に残り５％増を改定する２段階方式を採用することとしま

した。これを受けて、令和４年４月に５％増とする使用料改定を実施しています。 

平均的な一般家庭の水量とされる１か月当たりで 25 ㎥使用した場合の本市下水道

使用料は 3,751 円で、県内他市町と比較した場合、上から６番目の水準となっていま

す。(令和７年９月末日時点)。 

 

図表 2‐6 県内他市町との使用料比較(公共下水道事業) 
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(５) 組織、職員の状況 

① 組織の状況 

本市下水道事業の組織体制は下表のとおりです。上下水道課で公共下水道事業お

よび農業集落排水事業を一体として管理・運営しています。 

 

図表 2‐7 組織(令和７年４月現在) 

市長 
 

副市長 
 

まち整備部 
  建設課 

(雨水整備)     

        

       都市計画課 

(都市計画)        

        

       上下水道課 

(汚水整備)        

図表 2‐8 主な業務内容 

 

② 職員の状況 

令和２年度から令和６年度までの期間における本市の下水道事業に従事する職

員数は、７～８人程度で推移しています。 

本市下水道事業の職員は、公営企業が直接雇用しているものではなく、米原市一

般会計部局に所属する職員も含めた定期人事異動により配置しています。引き続き、

下水道事業の事業規模等に応じた適正配置に努めていきます。 

図表 2‐9 職員数の年度別推移 

                     (単位：人) 

  令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 

技術職員数 2 3  3  3  3  

事務職員数 5 5  5 5  5  

合計 7 8 8 8 8 

※管理者および再任用職員を除く。    

部名 課名 主な業務内容 

まち整備部 上下水道課 
上水道施設の建設および管理 

下水道施設の建設および管理 
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(６) 収益性に関する分析 

① 営業収益および収益的収支の推移 

令和２年度から令和６年度までの期間における公共下水道事業の営業収益は、令

和４年度に５％増とする下水道使用料改定を実施したことに加えて、新型コロナウ

イルス感染症により一時的に有収水量が増加したことにより、増加しましたが、令

和６年度には減少に転じています。 

 

図表 2‐10 営業収益および経常利益の推移(公共下水道事業) 
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② 汚水処理原価の内訳と推移 

令和２年度から令和６年度までの期間における公共下水道事業の汚水処理原価

は、資本費である減価償却費と支払利息が全体の８割程度を占めています。また、

残りの維持管理費の大部分は、流域下水道維持管理負担金と委託料で構成されてい

ます。 

資本費は過去の投資による減価償却費や企業債発行による支払利息に依存して

いることから、直ちにこれらの費用を削減していくことは困難です。維持管理費に

ついても、流域下水道維持管理負担金は、流域下水道を管理する滋賀県が提示する

単価に基づくものです。したがって、公共下水道事業については、今後も経営健全

化の取組みを継続して検討していくとともに、中長期的には計画的で合理的な投資

を実施していくことで関連する資本費の低減を図っていきますが、短期的に大きな

経費削減を図っていくことは難しい状況となっています。 

 

図表 2‐11 汚水処理費の内訳と推移(公共下水道事業) 
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③ 基準外繰入金の影響 

令和６年度に資本費平準化債の発行可能額が拡充される制度改正があったこと

により、令和６年度から基準外繰入金(総務省の繰出基準に基づかない繰入金)は大

幅に減少しています。なお、一般会計繰入金のうち、基準内繰入金と基準外繰入金

の区別については、第４章２「繰入金について」に説明を記載しています。 

 

図表 2‐12 基準外繰入金の影響(公共下水道事業) 
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(７) 投資に関する分析 

下水道施設および管渠の更新工事等の実施により、建設改良費は概ね年２～３億

円で推移しています。 

本格的な更新事業を開始するまでには至っていませんが、近年では、農業集落排

水施設の公共下水道接続に係る事業のほか、総合地震対策事業、雨水整備事業が事

業費の中心を占めています。 

 

図表 2‐13 建設改良費と財源内訳(公共下水道事業) 
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(８) 類似団体との比較 

令和５年度末時点の経営指標の数値に基づき、類似団体との比較を実施しました。

なお、比較対象とする類似団体は、総務省「経営比較分析表」における類似団体区分

から、流域下水道への接続状況など、本市と経営状況がより近いと考えられる団体を

抽出しました。 

① 公共下水道事業の比較分析結果 

類似団体との比較では、概ね類似団体平均よりも良好な水準となっていますが、

経常収支比率と流動比率は低くなっています。特に、１年以内の短期的な債務に対

する支払能力を示す流動比率の低さは、資金繰りに課題があることを示しています。 

図表 2‐14 経営指標の類似団体比較(実績値) 

経営指標 本市 類似団体平均 数値の見方 

経営の効率性 
経常収支比率 106％ 108％ ▲ 

使用料単価 156 円/m3 166 円/m3 ▼ 

自己財源以外

への依存度 

企業債残高対 

事業規模比率 
585％ 879％ ▼ 

基準外繰入金対 

使用料割合 
178％ 217％ ▼ 

経営の健全性 
流動比率 20％ 56％ ▲ 

汚水処理原価 159 円/m3 177 円/m3 ▼ 

施設の効率性 水洗化率 95％ 86％ ▲ 

老朽化の状況 
有形固定資産 

減価償却率 
16％ 22％ ▼ 

(▲：数値が高い方が良好、▼：数値が低い方が良好) 

図表 2‐15 類似団体との指標比較(公共下水道事業) 
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② 特定環境保全公共下水道事業の比較分析結果 

類似団体との比較では、公共下水道事業と同様に概ね良好な水準となっています

が、経常収支比率、基準外繰入金対使用料割合、流動比率は低くなっています。特

に、市街化区域以外の区域で下水道を整備する特定環境保全公共下水道事業では、

市街化区域で整備する公共下水道事業に比べて、同じ延長の管路に対する使用者数

(使用料収入)は少ないことから繰入金への依存傾向が比較的高く、基準外繰入金対

使用料割合が高くなることが特徴的です。 

 

図表 2‐16 経営指標の類似団体比較(実績値) 

経営指標 本市 類似団体平均 数値の見方 

経営の効率性 
経常収支比率 103％ 108％ ▲ 

使用料単価 156 円/m3 160 円/m3 ▼ 

自己財源以外

への依存度 

企業債残高対 

事業規模比率 
738％ 1,105％ ▼ 

基準外繰入金対 

使用料割合 
183％ 146％ ▼ 

経営の健全性 
流動比率 22％ 194％ ▲ 

汚水処理原価 159 円/m3 170 円/m3 ▼ 

施設の効率性 水洗化率 95％ 87％ ▲ 

老朽化の状況 
有形固定資産 

減価償却理率 
18％ 29％ ▼ 

(▲：数値が高い方が良好、▼：数値が低い方が良好) 

 

図表 2‐17 類似団体との指標比較(特定環境保全公共下水道事業) 
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(９) 公共下水道事業の課題 

繰入金に関する比率は、類似団体と比較して良好な水準にあるものの、企業債償還

資金不足分を補てんするために、基準外繰入金を必要としている状況です。なお、基

準外繰入金については、資本費平準化債の活用により、令和６年度以降は削減される

見込みです。 

流動比率の低さは、日常的な資金繰りや災害時の備えがない状況を示しています。

突発的な災害等に備えて一定の資金確保が計画的にできるように検討しておく必要

があります。 
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２ 農業集落排水事業の現状と課題 

(１) 農業集落排水事業の概要 

農業集落排水は、農林水産省の所管の事業で、農業集落におけるし尿、生活雑排水

などの汚水等を処理するために地方公共団体が管理する施設です。複数の集落の汚水

等を集合処理するために、終末処理場として農業集落排水処理場(浄化槽)を設け、処

理場で汚水を浄化し、河川等に放流します。 

 

(２) 事業の沿革 

旧山東町、旧伊吹町の特に山間部地域では、施工延長の長さから公共下水道整備が

非経済的な地域や、公共下水道が下流から順次整備されるまで水洗化等の下水道整備

による便益を受けられないことから早期に下水道整備を要望される地域がありまし

た。そのような地域では、農業集落排水処理方式を採用し、施設整備を進めてきまし

た。 

米原市内で農業集落排水処理方式を採用した地区は計 11 地区で、そのうち７地区

は、元々、公共下水道を整備する計画になっていた地区です。平成 22 年度に既存集

落の公共下水道面整備が完了し、いつでも公共下水道に接続できるようになったこと

から、当初の施設建設時に借入していた企業債の償還が完了する 30 年を目途に公共

下水道に接続する事業に取り組んでいます。この事業は、公共下水道による汚水の広

域処理に切替することで、農業集落排水処理場を残し続けた場合に必要になる維持管

理費や施設更新費を抑制し、経営の効率化を図っていくことができます。 

令和７年３月 31 日現在では、菅江地区、清滝地区の公共下水道接続が完了し、山

室地区は、令和７年４月１日から公共下水道に接続しています。残りの農業集落排水

処理施設は、伊吹東部地区農業集落排水処理場など計８施設で、このうち４施設が公

共下水道に接続する計画です。 
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図表 2‐18 農業集落排水事業 

(令和７年３月 31 日現在) 

※法適：地方公営企業法の規定を適用する企業、非適：地方公営企業法の規定を適用しない企業。 

 

図表 2-19 農業集落排水処理場 既存施設の状況 

 

 

 

  

供用開始年月日 平成２年１月１日 

法適(全部・財務)・非適の区分※ 法適(全部) 

処理区域面積 155ha 

処理区域内人口(汚水処理人口) 2,939 人 

処理区域内人口密度 19.0 人/ha 

処理区数 ９ 

処理場の名称 供給開始年度 公共下水道接続計画 

菅江地区農業集落排水処理場 平成２年１月１日 令和２年度接続済み 

清滝地区農業集落排水処理場 平成５年１月１日 令和４年度接続済み 

山室地区農業集落排水処理場 平成８年１月１日 令和７年度接続 

朝日地区農業集落排水処理場 平成９年６月１日 令和９年度接続予定 

甲津原地区農業集落排水処理場 平成９年７月１日 無し 

夫馬地区農業集落排水処理場 平成９年８月１日 令和９年度接続予定 

姉川北部地区農業集落排水処理場 平成９年 11月１日 無し 

龍ヶ鼻地区農業集落排水処理場 平成 11年８月 11日 令和 11年度接続予定 

伊吹中部地区農業集落排水処理場 平成 13年３月 31日 令和 12年度接続予定 

梓河内地区農業集落排水処理場 平成 13年４月１日 無し 

伊吹東部地区農業集落排水処理場 平成 15年３月 31日 無し 

管渠 昭和 63年から順次布設 － 
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(３) 施設の状況 

下水道管渠は平成元年度から布設しています。令和６年度末の農業集落排水事業の管

渠総延長は 45km です。令和２年度(菅江地区)と令和４年度(清滝地区)で布設延長が減少

しているのは、公共下水道へ接続したことによるものです。農業集落排水事業においても

管渠の耐用年数である 50 年を経過しているものはありませんが、今後の老朽化に備え、

計画的に更新を行っていく必要があります。 

令和６年度末における終末処理場は９施設(うち、山室地区は令和７年４月１日に

接続済み。)ありますが、このうち４施設については、今後公共下水道へ接続する計

画をしています。 

その他、農業集落排水事業の下水道施設として、マンホールポンプ場が 17 か所あ

ります。 

 

図表 2‐20 管渠の布設年度別延長(農業集落排水事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 2‐21 主な農業集落排水処理場の概要 
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(４) 下水道使用料の状況 

本市の農業集落排水処理施設使用料は、旧坂田郡４町合併後の平成 18 年４月に公

共下水道の使用料体系に統一する改正を行いましたが、旧山東町の農業集落排水事業

については、１か月当たり定額 3,600 円としていたところから従量料金制に移行する

ことになったため負担緩和措置として、２段階の改定を行うことになり、平成 22 年

８月に市内全ての使用料体系を統一しました。その後、公共下水道使用料と同様に、

令和４年４月から５％増とする使用料改定を実施しています。 

平均的な一般家庭の水量とされる１か月当たり 25 ㎥使用した場合の農業集落排水

施設使用料は 3,751 円で、県内他市町と比較した場合、上から２番目の水準となって

います(令和７年９月末日時点)。 

 

図表 2‐22 県内他市町との使用料比較(農業集落排水事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(５) 組織、職員の状況 

第２章１(５)「組織、職員の状況」に記載のとおり、本市では上下水道課で公共下
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(６) 収益性に関する分析 

① 営業収益および収益的収支の推移 

令和２年度から令和６年度までの期間における農業集落排水事業の営業収益は、

減少傾向となっています。令和４年度に５％の使用料改定を行ったものの、人口減

少や農業集落排水処理区域から公共下水道に接続したことにより、有収水量が減少

し、下水道使用料が減収になったことが主な要因と考えられます。経常利益の増減

は、一般会計繰入金によるものです。 

図表 2‐23 営業収益および経常利益の推移(農業集落排水事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基準外繰入金の影響 

農業集落排水事業では、それぞれの地区で終末処理場を設けているために割高な費

用が発生していながら、居住地域の違いにより使用者の負担に差が生じさせてはいけ

ないとの本市の政策的な判断から、下水道使用料体系は公共下水道と統一しているた

め、農業集落排水事業の維持管理費に対して、使用料収入は恒常的に不足しています。

この不足分は、一般会計からの基準外繰入金により賄っていますが、本市の政策上の事

由から発生しているため、使用料対象経費に含めないものとして整理しています。 

図表 2‐24 基準外繰入金の影響(農業集落排水事業) 
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(７) 投資に関する分析 

令和２年度から令和６年度までの期間における農業集落排水事業の建設改良費は、 

年度間で費用の多寡にばらつきがあります。これは、農業集落排水処理施設の機能診

断調査や公共下水道に接続した農業集落排水処理場を地元で活用していただくため

に必要な改築を行ったためです。 

 

図表 2‐25 建設改良費と財源内訳(農業集落排水事業) 
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(８) 類似団体との比較 

令和５年度末時点の経営指標の数値に基づき、類似団体との比較を実施しました。

なお、比較対象とする類似団体は、総務省「経営比較分析表」における類似団体区分

から、流域下水道への接続状況など、本市と経営状況がより近いと考えられる団体を

抽出しました。 

類似団体との比較では、概ね類似団体平均を上回る良好な水準となっていますが、

流動比率、使用料単価は低い水準になっています。さらに、汚水処理原価が使用料単

価を大きく上回っており、基準外繰入金に依存した経営となっています。 

図表 2‐26 経営指標の類似団体比較(実績値) 

経営指標 本市 類似団体平均 数値の見方 

経営の効率性 
経常収支比率 104％ 102％ ▲ 

使用料単価 150 円/m3 147 円/m3 ▼ 

自己財源以外

への依存度 

企業債残高対 

事業規模比率 
40％ 1,403％ ▼ 

基準外繰入金対 

使用料割合 
336％ 424％ ▼ 

経営の健全性 
流動比率 46％ 109％ ▲ 

汚水処理原価 203 円/m3 296 円/m3 ▼ 

施設の効率性 水洗化率 96％ 92％ ▲ 

老朽化の状況 
有形固定資産 

減価償却理率 
22％ 36％ ▼ 

(▲：数値が高い方が良好、▼：数値が低い方が良好) 

図表 2‐27 類似団体との指標比較(農業集落排水事業) 
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(９) 農業集落排水事業の課題 

公共下水道事業と同様に流動比率が低い水準にあり、日常的な資金繰りや災害時の

備えがない状況になっています。一定の資金残高を計画的に確保していく必要があり

ます。 

また、汚水処理原価は類似団体平均に比べて低い水準ではありますが、本市の農業

集落排水事業は、それぞれの処理区で終末処理場を設けているために公共下水道事業

に比べて汚水処理原価が割高でありながら、公共下水道と統一の使用料体系を採用し

ているために、基準外繰入金に依存する経営状態にあります。この基準外繰入金は、

本市の政策上必要な繰入金として整理しているものの、基準外繰入金であることには

変わりないため、抑制を図っていく必要があります。 
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第３章 経営の基本方針 

１ 経営の基本理念 

第２章で整理したとおり、本市下水道事業には、日常的な資金繰りや災害時の備えと

いった資金面でのリスクを抱えています。また、従来からの経営課題であった基準外繰

入金への依存に関しては、資本費平準化債の制度拡充により令和６年度以降の改善は見

込まれるものの、農業集落排水事業においては、本市の政策的な判断から維持管理費に

見合う使用料収入が恒常的に不足する状態にあり、その抑制化に向けた検討を要します。 

この他、昨今の下水道事業を取り巻く経営環境に目を向けると、人口減少などを背景

に、下水道使用料収入の減少が避けられない中で、これまでに拡張・整備した下水道施

設の老朽化や近年多発している短時間集中豪雨、大型地震等の災害に備えていくための

投資需要の増加に物価高騰も重なり、今後の下水道事業の財政状況は、一層厳しくなっ

ていくものと見込まれます。 

しかし、どのような状況であっても、下水道事業には、使用者に対して安定して下水

道事業サービスを提供し続けていく責任があり、その責任を果たすためには経営の効率

化や健全化に取り組んでいかなければなりません。 

そのため、前回の米原市下水道事業経営戦略に引き続き、「強固な経営基盤の確立と

安定した下水道事業サービスの提供」を本市下水道事業の基本理念に掲げ、持続可能な

下水道事業の実現に向けた各種取組みを進めていきます。 

 

２ 経営の基本方針 

「強固な経営基盤の確立と安定した下水道事業サービスの提供」の基本理念を実現さ

せるために、以下のとおり基本方針を定め、各種取組みを推進していきます。 

 

図表 3-1 米原市下水道事業経営理念と基本方針 

経営理念 

強固な経営基盤の確立と安定した下水道事業サービスの提供 

基本方針 

強固な経営基盤の確立 安定した下水道事業サービス提供 

(１) 基準外繰入金に依存しない持続可

能な経営基盤の確立  

(２) 市民の快適なくらしと良好な水環

境の提供を長期にわたって実現するた

めの基盤整備 

(３) 地震や浸水等の災害に強い誰もが

安全・安心に暮らせるまちづくりの推

進 
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 (１) 基準外繰入金に依存しない持続可能な経営基盤の確立 

公益企業には、公費で負担するものを除き、原則として経営に伴う収入(下水道事

業の場合は下水道使用料)で賄うべきとする独立採算制の原則が適用されます。 

これまでの経営課題であった基準外繰入金への依存は、令和６年度の資本費平準化

債の制度拡充により、解消していくことが見込まれます。しかし、物価高騰により費

用が増加傾向になる中では、再び、基準外繰入金に依存する経営状態に陥る可能性は

否定できないことから、その回避に向けた取組みを進めていくことは、強固な経営基

盤の確立を進める上で重要です。また、農業集落排水では、政策的な基準外繰入金と

して整理しているところですが、基準外繰入金であることに変わりないため、その抑

制化のために汚水処理原価削減に向けた取組みを進めていくことが肝要となります。 

資金繰りに関するリスクを秘めている経営状態は、公営企業の持続可能性にとって

深刻な課題であることから、その解消に向けた取組みを進めていく必要があります。 

 

 (２) 市民の快適なくらしと良好な水環境の提供を長期にわたって実現する

ための基盤整備 

下水道は、市民の衛生的で快適な生活に欠かせない重要な生活基盤であり、下水道

事業は、これまで形成した膨大な量の下水道施設を通じて、市民に下水道事業サービ

スを提供しています。 

老朽化等によって下水道施設の機能が損なわれることは、下水道事業サービスを引

き続き提供していく上で、大きな障害であり、その解消に向けた取組みを進めること

は、安定した下水道事業サービスを提供する上で必要になります。 

昭和 63 年に下水道管路の布設を開始してから耐用年数である 50 年に達する令和

19年度以降には、管路施設の更新が始まります。また、真空式ポンプ場や農業集落排

水処理場の設備については更新時期を迎えていることから、国の補助制度を活用しな

がら計画的な施設更新の取組みが必要です。 

 

 (３) 地震や浸水等の災害に強い誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりの

推進 

下水道施設の機能の１つに浸水防除があります。近年頻発する短期的な集中豪雨に

よる浸水被害は、市民の生命・財産を脅かすものであり、これを回避するための取組

みは、下水道事業が提供する役割の１つに数えられます。 

また、大型地震により、下水道施設の機能が損なわれてしまうと、下水道事業サー

ビスの提供に支障をきたしてしまいます。いつ発生するかわからない自然災害に備え

た取組みを進めていくことは、安定した下水道事業サービスを提供していくために欠

かせないものです。 
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第４章 下水道事業の投資試算 

１ 投資の方針 

本市下水道事業の建設事業開始は、公共下水道が昭和 57年、農業集落排水が昭和 62

年であり、令和６年度末時点で 30 年以上が経過していることから、今後の施設老朽化

に備えた更新投資が見込まれます。 

更新投資の算定に当たっては、固定資産台帳に基づき、法定耐用年数基準で更新を実

施した場合と法定耐用年数の 1.5 倍の更新基準年数を設定して更新を実施した場合と

で将来の中長期的な更新需要額を試算しました。更新需要額は、国土交通省が公表して

いる建設工事費デフレーターを用いて取得当時の価額を現在価値に変換し、その価額で

更新するものとして推計しています。 

法定耐用年数基準で更新を実施した場合、今後 50 年間で約 1,000 億円の投資が必要

となり、これを１年当たりに換算すると約 20 億円と現在の投資を大きく上回る水準と

なりました。この換算額は、現実的に投資可能な規模ではなく、また、実際の使用可能

年数は法定耐用年数とは異なることから、米原市公共下水道ストックマネジメント計画

における時間計画保全の目標耐用年数の設定と同様に、法定耐用年数の 1.5 倍の更新基

準を採用することとしました。農業集落排水の公共下水道への接続および更新基準年数

による更新投資とすることにより、本計画期間において、投資額 8.7 億円の改善、維持

管理費は 1.9 億円の改善が見込まれます。 

新規投資としては、農業集落排水施設のうち、４施設については今後公共下水道へ接

続する予定であり、令和８年度から令和 13 年度まで接続に係る投資を見込んでいるほ

か、宇賀野地区における雨水整備に係る投資を見込んでいます。また、総合地震対策事

業として、下水道管路の耐震化を図るための改築を見込んでいます。 

 

２ 公共下水道事業の投資試算 

上記の方針に基づき、公共下水道事業の更新投資に係る費用の将来見通しを算定しま

した。 

算定の結果、当面は、多額の更新投資の予定はありませんが、現在布設している管渠

の更新年度が到来する令和 44 年度以降は多額の更新投資が必要となり、令和８年度か

ら令和 57年度までで総額 446 億円という試算となりました。  
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図表 4-1 年度別投資額(公共下水道) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の見通しでは、現在布設している管渠の更新年度が到来する令和 44 年度以降に

急激に建設改良費が必要となるため、持続可能な経営に向けた対策として更新投資計画

の平準化を検討しました。具体的には、令和８年度から令和 13 年度までは既存の投資

計画を実施する予定とし、令和 14 年度から令和 18 年度は令和 13 年度までの管路以外

の更新投資額を平準化し、令和 19年度以降は、管路を含む令和 19年度以降の投資額を

平準化しました。更新投資計画の平準化の結果、ピーク時の更新投資費用が 64.1 億円

から 10.9 億円まで抑えられる見込みとなりました。 

 

図表 4-2 平準化後年度別投資額(公共下水道) 
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３ 農業集落排水事業の投資試算 

上記方針に基づき、農業集落排水事業の更新投資に係る費用の将来見通しを算定し

ました。算定の結果、当面は更新投資の予定はありませんが、公共下水道へ接続しな

い処理場や現在布設している管渠を更新するタイミングでの更新投資が必要となり、

令和８年度から令和 57年度までで総額 95億円という試算結果となりました。 

図表 4-3 年度別投資額(農業集落排水) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の見通しでは、処理場や管渠の更新年度は建設改良費が必要となるため、持続

可能な経営に向けた対策として更新投資計画の平準化を行いました。具体的には、令

和 14 年度から令和 18 年度までは、令和 13 年度までの管路以外の更新投資額を平準

化し、令和 19 年度以降は、管路を含む令和 19 年度以降の投資額を平準化しました。 

図表 4‐4 平準化後年度別投資額(農業集落排水) 
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４ 投資の目標 

将来にわたって安定して下水道事業サービスを市民に提供していくためには、上下水

道一体の耐震化計画等の各種計画に基づき、計画的に耐震化・老朽化対策を実施してい

く必要があります。多額の更新投資需要が見込まれることから、本市下水道事業の経営

基盤の確保を図りながら、計画に基づき着実に更新投資を実施していくことを目標とし

ます。 

農業集落排水事業は、第２章２(１)「農業集落排水事業の概要」に記載のとおり、公

共下水道へ接続することで汚水処理の広域化を計画しています。農業集落排水処理場を

残していけば通常の維持管理費に加え、施設の老朽化に伴う修繕費用や更新費用が当然

生じるところを、当該接続工事を計画的に進めていくことで、農業集落排水処理場を処

分することができれば、厳しい経営状況にある農業集落排水事業の様々な費用の発生を

抑制することが期待されます。そのため、令和 12 年度までに計画しているすべての接

続工事の完了を目指します。 

 

投資の目標 

・ 上下水道一体の耐震化計画等の各種計画に基づき、着実な更新投資を実施し、耐

震化・老朽化対策を図る。 

・ 農業集落排水処理から公共下水道への切り替えを計画どおりに進め、計画してい

る接続工事を全て完了させる。 
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第５章 下水道事業の財源試算 

１ 下水道事業の財源構成 

下水道事業の会計は、日々の事業運営に関する収支である収益的収支と施設の整備・

更新等に関する収支である資本的収支に分類されます。 

図表 5‐1 下水道事業の会計分類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公営企業における資本的支出の財源は、企業の外部から調達する国・都道府県からの

補助金や企業債と企業の内部で運用する自己資金から構成されます。公営企業の会計の

仕組みでは、この資本的支出の財源のうち、補助金と企業債については、予算計上しま

すので収入として把握することができますが、自己資金については、予算計上しません

ので、見かけ上、資本的支出の額に対して資本的収入の額が不足するような予算計上方

法となります。この資本的支出に対して資本的収入が不足する額(資本的収支不足額)に

ついては、前年度末までの内部留保資金や当年度の収益的収支での利益等の自己資金

(これを「補填財源」といいます。)によって、資本的収支不足額を補っています。 

 

  

図表 5‐2 下水道事業の財源構成 
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本市の下水道事業全体の令和６年度の当年度純利益は 1.2 億円となりました。ただ

し、収益の約３割を一般会計からの繰入金が占めています。 

 

図表 5‐3 米原市下水道事業の令和６年度収益的収支決算額 

【収益的収支】 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、新規整備等に伴う建設改良費や過去に発行した企業債の償還金といった支出を、

収入(企業債、補助金、繰入金等)に加え、補填財源で補っています。 

 

図表 5‐4 米原市下水道事業の令和６年度資本的収支決算額 

【資本的収支】 

 

 

 

 

 

 

 

２ 繰入金について 

本市の下水道事業は、地方公営企業法の適用を受ける公営企業として実施しており、

企業経営に必要な費用は、公費で負担するものを除き、原則として経営に伴う収入(下

水道事業の場合は下水道使用料)で賄うべきとする独立採算制の原則が適用されます。

加えて、下水の発生原因者と下水排除による受益者の観点から、雨水に係る費用は公費

により負担、汚水に係る費用は私費(下水道使用料)により負担するという汚水私費・雨

水公費の原則があります。 

しかし、下水の排除による受益は、その下水を排除した方だけのものだけではなく、

例えば、悪質汚水を浄化して放流することで琵琶湖の水環境が改善する等、公共用水域

の水質保全という公的な側面もあります。そこで、汚水に係る一部の費用については、

国が定める繰出基準に基づく一般会計からの繰入が認められています(基準内繰入金)。
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一方で、この国が定める基準に基づかずに、公営企業経営の資金不足を補う目的で自治

体の判断で公費負担しているものがあります(基準外繰入金)。 

本市下水道事業における基準外繰入金で最たるものは、企業債償還資金不足分を補う

ための基準外繰入金がありましたが、令和６年度に資本費平準化債の制度拡充があり、

企業債の借り入れによってこの資金不足分を補えるようになったため、この基準外繰入

金は大幅に削除することができるようになりました。その他には農業集落排水事業の維

持管理費に対する使用料収入不足分への基準外繰入金などがあります(第２章２(６)②

参照)。基準外繰入金は一般会計も厳しい中、可能な限り抑制を図っていく必要があり

ます。 

図表 5‐5 繰入金の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準内繰入金の主な例として、雨水処理、分流式下水道、高度処理等に要する経費に

ついての繰出基準があります。 

 

図表 5‐6 主な基準内繰入金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・一般会計が本来負担すべき経費の考え方を、国（総務省）が毎年度「繰出基準」とし
て示しており、この繰出基準に基づき、一般会計から繰り出される資金
・地方交付税による財源措置が行われる

基準内繰入金

・基準内繰入金以外で、公営企業の財源不足を補填する等のため、地方公共団体か
ら任意で繰り出される資金
・地方交付税による財源措置は行われない

・基準外繰入金については一般会計も厳しい中、中長期的に自立的で健全な経営を
行うため、可能な限り抑制を図っていく必要がある

基準外繰入金
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Topic 企業債の償還と資本費平準化債 

下水道事業では、建設工事等の財源として借入した下水道事業債の元金償還期限(最長

40 年。ただし、本市下水道事業では最長 30 年で借入。)と下水道施設の減価償却期間(最

長 50 年)が異なっていることから、１年間分の費用で比較すると元金償還金と減価償却費

との差額分で構造的な資金不足が生じます。この資金不足を補うために平成 16 年から資

本費平準化債という企業債の制度が創設されました。 

 

図表 5-7 資本費平準化債のイメージ 
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令和５年度までの従来の資本平準化債の制度では、資本費平準化債の償還金に対して改

めて資本費平準化債を発行することが認められていませんでした。そのため、使用料で減

価償却費を回収することができていたとしても、資本費平準化債の償還元金のための資金

が不足し、これを補うために多額の基準外繰入金が生じていました。 

令和６年度からは、資本費平準化債の発行可能額が拡充され、過去に発行した資本費平

準化債の元金償還金も資本費平準化債の借入対象に追加されています。これにより、償還

金の不足を補てんするための基準外繰入金を解消できるようになったことから、令和６年

度当初予算において基準外繰入金で計上した部分を資本費平準化債に補正しました。 

 

 

図表 5‐8 資本費平準化債による基準外繰入金の削減イメージ（令和６年度予算） 
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３ 公共下水道事業の財源試算 

(１) 使用料収入算定の前提条件 

本市における既存集落の下水道面整備は平成 22 年度で完了し、現在は、農業集落

排水処理区域から公共下水道への接続を進めています。令和６年度末時点における公

共下水道および農業集落排水事業の汚水処理人口普及率は 99.7％(うち公共下水道

91.7％、農業集落排水 8.0％)と既に高い水準にあります。令和 12年度までの農業集

落排水から公共下水道への接続が進めば、公共下水道の汚水処理人口普及率は上昇し

ていく見込みですが、全体から見れば事業間の内数が異動する動きでしかありません。

さらに、水洗化率は令和６年度末時点で 95.4％と使用者のほとんどが下水道に接続

済みであるため、水洗化済人口の今後大幅な増加は見込めません。したがって、公共

下水道における有収水量の今後の推移は、農業集落排水から公共下水道に接続する時

期で一時的に増加することを除くと、行政区域内人口の増減に大きな影響を受けるこ

とになります。 

米原市の行政区域内人口の今後の推移については、国立社会保障人口問題研究所の

地域別将来推計を元に直近実績の人口推移を踏まえて、将来の人口予測を行ってみた

ところ、令和６年度末時点で36,835人あった米原市の人口は、令和37年度には25,487

人まで減少することが見込まれる結果となりました。 

これらの試算結果を元に、今後の有収水量の推移を試算したところ、有収水量は令

和６年度末時点の 3,805 千㎥から令和 37 年度には 3,113 千㎥まで減少する見込みと

なりました。 

 

図表 5‐9処理区域内人口と有収水量の推移(公共下水道事業) 
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(２) 収入の見通し 

(１)の前提条件を基に使用料収入を算定した結果、今後、汚水処理人口普及率や

水洗化率の大幅な増加は見込めず、有収水量がある程度一定となることから、使用

料収入は毎年度 5.8 億円～6.0 億円程度で推移する見通しです。 

図表 5‐10 使用料収入の見通し(公共下水道事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業債新規発行額は第４章２(１)「更新投資の見通し」に記載のとおり、令和

13年度までは新規投資を予定しており、多額の更新投資は予定していません。更

新投資は令和 14年度以降から本格的に発生する見込みで、企業債残高は、令和６

年度の 117 億円から、令和 17年度には 73億円まで減少する見通しです。 

図表 5‐11 企業債残高の見通し(公共下水道事業) 
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(３) 繰入金の見通し 

繰入金の金額は、企業債償還額の減少と資本費平準化債の活用により、令和 17

年度で７億円程度の水準となる見通しです。政策的な基準外繰入金が少しありま

すが、資金収支の不足に対する基準外繰入金は無くなり、資本費平準化債の活用

により、令和 17 年度までで約 26.9 億円の基準外繰入金を抑制できる見込みで

す。 

図表 5‐12繰入金の見通し(公共下水道事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※赤枠点線部分は、平準化債の制度拡充が無ければ基準外繰入金となっていた部分です。 

(決算および将来推計において、繰入金として算入していません。) 

 

(４) 資金の見通し 

資金残高は、資本費平準化債の活用等により、令和 17 年度には９億円程度の水

準となる見込みです。 

図表 5‐13 資金の見通し(公共下水道事業) 
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４ 農業集落排水事業の財源試算 

(１) 使用料収入算定の前提条件 

農業集落排水処理区域における下水道整備は、既に完了しています。令和６年度末

における公共下水道と農業集落排水事業の汚水処理人口普及率は99.7％(うち公共下

水道 91.7％、農業集落排水 8.0％)と既に高い水準にあります。農業集落排水事業に

おける汚水処理人口の増加は見込めず、さらに、使用者のほとんどが下水道に接続済

みで令和６年度の水洗化率は 96.1％と高水準であることから、水洗化率の増加も見

込めません。 

今後、農業集落排水から公共下水道への接続を進めていくことから、有収水量は令

和６年度の 281 千㎥から令和 37 年度には 56 千㎥まで減少することが予測されます。 

 

図表 5‐14 処理区域内人口と有収水量の推移(農業集落排水事業) 
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(２) 収入の見通し 

(１)の前提条件を元に使用料収入を算定した結果、今後、公共下水道へ接続を進め

ていくことによって農業集落排水における有収水量は減少することから、使用料収入

は令和 17年度には 0.1 億円程度まで減少する見通しです。 

図表 5‐15 使用料収入の見通し(農業集落排水事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

企業債新規発行額は、第４章３(１)「更新投資の見通し」に記載のとおり、令和 14

年度以降、更新投資が本格的に発生する見込みです。企業債残高は令和６年度の 7.6

億円から令和 13 年度までは減少傾向で推移していきますが、更新投資が発生するこ

とにより、令和 14年度以降は増加傾向に転じ、令和 17年度には 7.1 億円となる見込

みです。 

図表 5‐16 企業債残高の見通し(農業集落排水事業) 
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(３) 繰入金の見通し 

資本費平準化債の活用に伴い、令和 17 年度までで約 2.7 億円の基準外繰入金を抑

制できる見込みです。繰入金の金額は、企業債償還額が減少する影響もあり、令和 17

年度には 0.6 億円程度となる見通しです。農業集落排水事業においては、収益的収支

の不足分に基準外繰入金を必要としていますが、公共下水道への接続による事業規模

の縮小に伴って、基準外繰入金は抑制されていく見込みです。 

図表 5‐17 繰入金の見通し(農業集落排水事業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※赤枠点線部分は、平準化債の制度拡充が無ければ基準外繰入金となっていた部分です。 

(決算および将来推計において、繰入金として算入していません。) 

(４) 資金の見通し 

資金残高は、資本費平準化債を活用して企業債償還の負担を抑えることで、資金残

高の確保を図っていますが、令和 14 年度以降、本格的に発生する更新投資による建

設改良費が増加し、令和 17年度は 0.5 億円になる見込みです。 

図表 5‐18 資金の見通し(農業集落排水事業) 
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５ 財源試算の課題 

これまでの本市下水道事業の課題は、多額の基準外繰入金に依存した経営となってい

たことでした。この点については、令和６年度の資本費平準化債の制度拡充により、公

共下水道事業および農業集落排水事業ともに、基準外繰入金を大きく削減することがで

きる見込みとなりました(第５章２ Topic「企業債の償還と資本費平準化債」を参照)。 

その一方で、近年の物価高騰や滋賀県の流域下水道の維持管理負担金単価の改定によ

り、今後、汚水処理原価のうち維持管理費が増加していくことが見込まれますが、使用

料収入は減少していく見込みです。その結果、汚水処理原価の資本費を使用料収入で回

収できる割合(資本費対使用料算入率)が低下し、基準内繰入金が増加することが懸念さ

れます。国の資本費に対する財政措置の考え方も参考としつつ、資本費対使用料算入率

をどの程度の水準で維持していくか、検討する必要があります。 

 

図表 5‐19 費用および使用料等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5‐20 資本費対使用料算入率の推移 
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Topic 資本費対使用料算入率 

 

公営企業は独立採算制を経営の基本原則とし、下水道事業では、雨水処理に要する経

費は公費で負担し、汚水処理に要する経費は使用料で賄うことが原則です。しかしなが

ら、下水道事業は水道事業と比較して、多額の投資が必要になること等から、汚水処理

に要する経費のうち資本費に対して、国からの財政的な支援があります。 

資本費に対する国からの財政的な支援の考え方では、本市の規模の場合、資本費の３

割を使用料で回収することが前提とされています。 

図表 5-21 下水道事業の資本費に対する国の財政措置の考え方 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出所：総務省自治財政局準公営企業室「下水道事業に係る地方財政措置の概要等」（令和７年９月） 

 

近年の物価高騰により維持管理費が増加傾向にあります。その中で、使用料の改定を

行わない場合、高騰する維持管理費を賄うために充当する使用料が増加するため、資本

費に充当する使用料が減少することになりますが、使用料で充当しきれなかった資本費

は、基準内繰入金により財源を手当てしていくことになります(図表 5－22)。国からの

財政措置は資本費の７割程度であるため、残り３割程度を使用料で賄えていないと一般

会計に過度な負担を生じさせることになります。 

また、これまでの取組みにより、公共下水道事業では政策的な繰入金を除き、基準外

繰入金を大きく削減できるようになったところですが、高騰する維持管理費を使用料収

入で賄えきれなくなってしまうと、再び、基準外繰入金を措置していくことが必要にな

ってきます(図表 5－23)。また、農業集落排水事業では、政策的な基準外繰入金(第２章

７割 ３割 
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２(６)②)がありますが、これは、公共下水道事業において資本費に充当できるだけの

使用料収入があることが前提であり、公共下水道事業において資本費に充当できるだけ

の使用料収入が無い場合は、公共下水道事業、農業集落排水事業ともに、維持管理費を

充足するだけの使用料収入を確保していく必要が生じてきます。 

これらのことから、下水道事業が、一般会計に依存することなく、安定した経営基盤

を確保できるようにしていくためには、資本費に使用料を充当していけるだけの水準に

なるように適正に管理していくことが求められます。そこで、資本費に対して使用料で

どれくらい賄えているかを示す「資本費対使用料算入率」を財源試算の目標として設定

するものです。 

今回の米原市下水道事業経営戦略を策定する中で資本費対使用料算入率の目標設定

に当たっては、国の考え方に即して、30％程度を掲げることを検討しました。しかし、

これを達成するためには 50％程度の使用料改定が必要という試算となり、急激な負担

を使用者に強いることになります。そのため、今回の検討では、将来に大幅な物価高騰

が生じても維持管理費を使用料で賄えることを目標とし、最大で 200 百万円の維持管理

費の増加に対応できる水準として、資本費対使用料算入率 15％を財政試算の目標値に

設定します。 

図表 5‐22 物価高騰と資本費対使用料算入率の関係(資本費に充当可能な場合) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 5‐23 物価高騰と資本費対使用料算入率の関係(資本費に充当できない場合) 
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６ 財源試算の目標 

これまでの投資財政計画の結果と前回の経営戦略での目標を踏まえ、将来にわたって

安定した下水道事業を維持していくために、以下の目標を設定します。 

図表 5‐24 財源目標の設定 

 

 

下水道事業会計全体として、非常時においても一定期間は下水道事業の運営が継続で

きるように、経常費用の半年分に加えて災害等の予備費を目安として、令和 17 年度に

資金残高 11億円とする目標を設定しました。 

また、今後は物価高騰等の影響を受けて、維持管理費が増加していくことが見込まれ

ていることから、過度な繰入金への依存を抑制し、使用料の適正水準を示す指標として

「資本費対使用料算入率」を公共下水道事業における財源目標として設定します。国の

下水道事業の資本に対する財政措置の考え方に基づけば、本市は資本費の 30％を使用

料で回収することが望まれますが、この場合、50％程度の増額を必要とする使用料改定

となり、使用者への負担を考慮すると現実的ではないと判断されました。そこで、向こ

う 10年間(R8～R17)の投資・財政試算で想定している維持管理費の増加見込額２億円を

基準に、仮に、想定を超えて維持管理費の増加があったとしても、再び基準外繰入金を

必要とすることなく安定して下水道事業経営ができる水準として資本費対使用料算入

率を 15％とする目標を設定しました。 

経費回収率については、使用料で汚水処理原価を回収できているかを示す重要な指標

ではあるものの、現行の繰入金や経費回収率の算定方法によれば、現状以上の改善を図

ることは困難な状況のため、現状維持を目標とします。経常収支比率については、100％

以上を目標として設定します。 

 

  

事業区分 財源の目標

　・　資金残高11億円程度の水準を維持

　　　(経常費用半年分＋災害等の予備費１億円)

　・　経費回収率　　令和６年度実績水準を維持(98.5％)

　・　経常収支比率　100％以上

　・　資本費対使用料算入率　15%

　　　(国が示す水準である30%の半分)

　・　経費回収率　　令和６年度実績水準を維持(65.1％)

　・　経常収支比率　100％以上
　農業集落排水事業

　下水道事業会計全体

　公共下水道事業

　(公共下水道事業＋特定環境保全公共下水道)
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第６章 経営健全化の取組 

１ 経営の健全化に向けた取組  

米原市では、これまでも経営健全化に向けて各種取組みを行ってきました。今後もこ

れらの取組みを継続・拡大していくことにより、本市下水道事業の経営健全化を進めて

いくとともに、投資・財源目標達成に向けて取り組んでいきます。 

特に、農業集落排水の公共下水道接続については、令和 12 年度までに４施設の公共

下水道接続を計画しています。公共下水道に接続することで処理場施設が不要になるた

め、維持管理費や更新投資費を合わせて約 10.6 億円削減することができます。物価高

騰等の影響により、汚水処理原価(維持管理費)は直近５年間(令和２年度～令和６年度)

実績に比べて向こう 10 年間(令和８年度～令和 17 年度)で約 20％増加する見込みです

が、この農業集落排水から公共下水道に接続する経営効率化の取組みを進めていくこと

により、約 4.8％の費用上昇を抑制できる見込みです。投資・財政計画には、この経営

改善効果を見込み、反映させました。 

 

図表 6-1 農業集落排水から公共下水道に接続することによる経営改善効果 

農業集落排水の公共下水道接続による経営改善効果(令和８年度～令和 17 年度) 

・ 維持管理費の削減：1.9 億円 

・ 更新投資費の削減：8.7 億円 

※ なお、更新投資費を削減すると、本来であれば減価償却や利息の減少を見込むことが可能ですが、

算定が複雑になるため、上記の改善効果額には含めていません。 

図表 6-2 汚水処理原価(維持管理費)の将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、今回の下水道事業経営戦略においては、経営改善に係る以下の取組みを計画し

ています。なお、現時点において具体的な改善効果額を試算することが困難なものにつ

いては、投資・財政計画には反映していません。  
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図表 6-3 経営の健全化に向けた取組 

主な取組 これまでの取組内容 今後の方向性 

住民サービス

の確保および

住民満足度の

向上に関する

項目 

・ 下水道施設に関わるトラブルへの緊

急対応を図れるように、マンホールポ

ンプ場、真空式ポンプ場および農業集

落排水処理場の遠方監視システムを構

築するとともに、職員および維持管理

業者の連絡体制を整え、早期把握、早期

復旧に努めています。 

・ 下水道に関する各種情報を米原市公

式 WEB サイトに掲載し、市民が知りた

い情報の提供に努めています。 

引き続き、施設トラブルが生じた場合

の早期把握、早期復旧に努めます。また、

市民が納めた下水道使用料がどのように

使われているかを確認していただけるよ

うに、市公式 WEB サイトにおいて、決算情

報や下水道事業の取組みに関する情報な

どの充実を図っていきます。 

広域化に関す

る項目 

・ 滋賀県が主催している汚水処理事業

広域化・共同化研究会に参加し、近隣市

町との業務の共同化を進めます。 

滋賀県主催の汚水処理事業広域化・共

同化研究会に参加し、近隣市町との業務

の共同化を進めていきます。 

防災・安全対策

に関する項目 

・ 被災時における広域避難所のトイレ

不足を解消するために、1ha 以上の敷地

面積を有する広域避難所においてマン

ホールトイレシステムを整備するとと

もに、その排出先管路の耐震化を進め

ています。また、BCP(事業継続計画)に

基づき、防災訓練を実施しています。 

令和７年１月に策定した上下水道一体

の耐震化計画に基づき、下水道施設の耐

震化を進めていきます。 

また、引き続き、1ha 以上の敷地面積を

有する広域避難所にマンホールトイレシ

ステムを整備するとともに、BCPに基づく

防災訓練を実施していきます。 

その他経営健

全化や経営基

盤の強化に関

する項目 

・ 個別訪問や市広報を通じて水洗化の

啓発を図り、使用料収入の確保に努め

ています。 

これまでの水洗化啓発に加えて、現状

の汚水処理人口に対する水洗化率に反映

されていない事業所について、水洗化の

啓発を進めます。また、下水道事業の経営

安定化を図っていくために、公共、農集と

もに更新投資のための計画の見直しを進

めていきます。 

図表 6－4 経営の健全化に向けた新たな取組み 

主な取組 今後の取組内容 

経費削減に関

する項目 

農業集落排水事業の維持管理費を削減していくために、国の補助制度を活用しなが

ら、省エネ機器など新技術の導入等による経費削減の方策を検討します。 

また、公共下水道への接続を予定している地区については、公共下水道への計画的

な接続を進めていきます。 

国が推進するウォーターPPP の導入可能性の検討に着手し、民間活力を活用し、維

持管理費の削減や安定的な事業運営体制の確保を検討します。 
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２ 使用料改定の検討 

(１) 使用料改定の実施 

前回の米原市下水道事業経営戦略では、基準外繰入金への依存傾向が強いという経

営課題があったため、向こう 50 年間で基準外繰入金を入れなくても一度は黒字転換

していくことを目標とし、その達成に必要な最低限の改定率として 10％増改定する

こととしましたが、当時、コロナ禍の状況下にあったことから、令和４年度に５％増、

令和９年度に残り５％増とする二段階方式を採用することとし、その方針に基づき、

令和４年４月に５％増の使用料改定を実施しました。 

今回の下水道事業経営戦略を策定するに当たり、前回の目標の達成状況を確認した

ところ、令和６年度の資本費平準化債の制度拡充により、これまでの経営課題であっ

た基準外繰入金への依存は解消し、当面の間、基準外繰入金を入れなくても損益計算

上で赤字になることはない経営状態となる見通しとなりました。 

しかし、近年の物価高騰や人件費の上昇などの維持管理費用の増大に対して、下水

道使用料を据え置いたままにしていると、再び、基準外繰入金に依存しないと下水道

事業経営が成り立たなくなるリスクは残っています。 

そこで、資本費対使用料算入率(第５章５Topic 参照)という指標を新たに管理して

いくこととし、再び、基準外繰入金に依存することなく安定した下水道事業経営基盤

を確保していくために必要となる下水道使用料の水準について米原市下水道事業審

議会(以下「審議会」といいます。)にて検討しました。なお、次の項目からの記載は、

審議会からの答申内容を踏まえていますが、下水道使用料を改定するかどうかの最終

的な決定に当たっては、米原市議会での議決を必要とします。 

 

図表 6－5 基準外繰入金を除いた最終損益の推移比較 
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(２) 使用料改定の検討 

① 使用料改定の設定案 

使用料改定に当たって、審議会では主に以下の３つの案を検討しました。 

図表 6－6 使用料改定案 

改定率 考え方 

改定パターン① 

 

 

国の下水道事業に対する財政措置の考え方に基づき、資

本費の 30％程度を使用料で回収することが見込める改定

率 ➡ 50％ 

改定パターン② 

 

前回改定の令和４年度水準(17.4％)の資本費を使用料で

回収することが見込める改定率 ➡ 22％ 

改定パターン③ 

 

国が示す基準の半分である資本費の 15％程度を使用料で

回収することが見込める改定率 ➡ 10％ 

図表 6－7 使用料改定パターンごとの資本費対使用料算入率の推移 

 

② 使用料改定の決定 

審議会で検討した結果、資本費のうち使用料で回収する割合(資本費対使用料算

入率)は、向こう 10 年間(R8～R17)の投資・財政試算で想定している維持管理費の

増加見込額２億円を基準に、仮に、想定を超えて維持管理費の増加があったとして

も、再び基準外繰入金を必要とすることなく安定して下水道事業経営ができる水準

として資本費の 15％程度を目標とする改定パターン③を採用することとしました。  
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 (３) 使用料体系の検討 

① 現行の使用料体系 

本市では基本料金と従量料金を区分する二部使用料制を採用し、従量使用料単価

は、使用量が多くなるほど単価が高くなる逓増制を採用しています。基本水量は、

日常生活上の最低限必要な水量を考慮したもので、現行の使用料体系では、10㎥ま

での従量使用料単価を 0円としているため、その下水道使用料は基本料金と同額の

1,408 円になります。 

また、工場・事業所等のうち、汚水量が 750 ㎥超える部分を特定排水として設定

しています。 

 

図表 6－8 現行の下水道使用料体系 

(1 か月当たり 税込) 

 

区分 基本料金 超過料金(1 ㎥当たり) 

一般排水 

1,408 円 

10 ㎥まで(基本水量) 0 円 

10 ㎥を超え 30㎥まで 156.2 円 

30 ㎥を超え 50㎥まで 167.2 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 179.3 円 

100 ㎥を超える分 191.4 円 

特定排水 
10 ㎥を超え 750 ㎥まで 一般排水と同じ 

750 ㎥を超える分 243.1 円 
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② 検討項目 

新使用料体系の検討に際しては、実態等を踏まえ、二部使用料制および区分別使

用料体系(一般排水、特定排水の区分設定)を維持することとしました。 

一方で、基本水量の範囲内では使用量に関わらず、使用料が定額となり、基本水

量未満の使用者にとって不公平となること等から、一般家庭の使用料への影響に留

意しつつ、基本水量を廃止する案を検討しました。 

また、下水道使用料徴収総額に対する基本使用料と従量使用料の収入割合につい

ても、基本使用料を現状の使用料体系と同様に３割に相当する額とするか将来の投

資試算および財源試算の結果から算定した固定費に相当する２割に変更するかを

検討しました。 

従量使用料は、汚水量が多くなるにつれて負担が大きくなる逓増型の使用料体系

を採用しています。逓増型は、少量の水を使用する家庭用に配慮したものとなって

いますが、大口需要者への負担が大きいことが課題です。しかしながら、逓増度や

水量区画については、近隣団体と概ね同水準となっていることから、今回の検討に

は含めないこととなりました。 

 

③ 改定後の使用料体系 

審議会で検討した結果、基本水量の廃止や基本使用料の割合を見直す場合、特定

の使用者に大きな負担を求めることになってしまうため、現行使用料体系を元にし

て一律 10％改定とすることに決定しました。 

 

図表 6－9 改定後の使用料体系 

(1 か月当たり 税込) 

 

区分 基本料金 超過料金(1 ㎥当たり) 

一般排水 

1,548 円 

10 ㎥まで(基本水量) 0 円 

10 ㎥を超え 30㎥まで 171.8 円 

30 ㎥を超え 50㎥まで 183.9 円 

50 ㎥を超え 100 ㎥まで 197.2 円 

100 ㎥を超える分 210.5 円 

特定排水 
10 ㎥を超え 750 ㎥まで 一般排水と同じ 

750 ㎥を超える分 267.4 円 

 

④ 使用料改定の時期 

下水道使用料の改定時期は、令和９年４月使用分からとする予定です。 
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３ 使用料改定後の財源試算 

(１) 公共下水道事業 

① 収入の見通し 

使用料改定を行う場合、令和９年度から使用料収入が年間 60 百万円程度増加す

る見通しです。 

図表 6－10 使用料改定後の使用料収入の見通し(公共下水道事業) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 繰入金の見通し 

使用料改定により、資本費のうち使用料で回収できる金額が増えるため、年間数

千万円の基準内繰入金を削減できる見込みです。 

図表 6－11 使用料改定後の繰入金の見通し(公共下水道事業) 
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③ 資本費対使用料算入率の見通し 

使用料改定により、資本費対使用料算入率の目標である 15％程度を計画期間中に達

成することが見込まれます。 

図表 6－12 使用料改定後の資本費対使用料算入率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(２) 農業集落排水事業 

① 収支の見通し 

農業集落排水から公共下水道への接続が進むことで、使用料収入は減少傾向では

ありますが、改定前と比較して、使用料収入は約 1～2百万円の増収見込みです。 

図表 6－13 使用料改定後の使用料収入の見通し(農業集落排水事業) 
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② 繰入金の見通し 

使用料改定により、基準外繰入金も含めて、年間百万円程度の繰入金の削減が見

込まれます。 

図表 6－14 使用料改定後の繰入金の見通し(農業集落排水事業) 
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第７章 下水道事業の投資・財政計画 

１ 前回の投資・財政計画と決算との比較 

前回策定した経営戦略の投資・財政計画における計画額に対して、決算額がどのよう

に推移しているかについて、下図表で示しています。収益的収支および資本的収支のい

ずれについても、全体的には計画額と実績額に大きなかい離は生じていませんが、資本

的収入では、公共下水道接続後の農業集落排水処理場の改築(令和５年度)や資本費平準

化債の制度拡充(令和６年度)により計画額と決算額の変動が大きくなっています。 

今回の改定に当たっては、物価上昇の影響等の近年の経営環境の変化を踏まえながら、

より精緻な投資・財政計画になるよう見直しをしていきます。 

 

図表 7‐1 収益的収支の前回計画額と決算額との比較(収益的収入) 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7‐2 収益的収支の前回計画額と決算額との比較(収益的支出) 
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図表 7‐3 資本的収支の前回計画額と決算額との比較(資本的収入) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 7‐4 資本的収支の前回計画額と決算額との比較(資本的支出) 
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２ 投資・財政シミュレーションモデルの作成  

使用料改定を反映した投資・財政シミュレーションを実施するに当たり、以下の前提

条件を設定し、令和 17年度までの投資・財政計画シミュレーションを実施しました。 

 

＜投資・財政計画シミュレーションの前提条件＞ 

≪公共下水道事業≫ 

項  目 前提条件 

収
益
的
収
支 

収
入 

営業収益 

使用料収入 

使用料収入＝年間有収水量×使用料単価(直近

実績) 

年間有収水量：一般排水と特定排水で推計(特定

排水は直近実績横引き) 

・年間有収水量(一般排水)＝１人１日当たり有

収水量(直近実績)×水洗化人口 

・水洗化人口＝行政区域内人口(社人研推計)×

普及率(直近実績)×水洗化率 

・水洗化率＝過去の水洗化率の平均増減率で

100％になるまで推計。 

※人口については、農集から公共接続となる処

理区の人口を公共側に加算、農集側で減算する

調整を実施。 

雨水処理負担金 資本費(減価償却費＋利子)相当分 

受託工事収益 見込まない。 

その他 過年度の実績等を踏まえて算定。 

営業外収益 

他会計補助金 

【基準内】 

将来の資本費および投資計画等に基づき推計。 

【基準外】 

直近実績を踏まえて算定。 

長期前受金戻入 

既存資産＋新規投資分(国庫補助) 

元金償還繰入の収益化(建設改良費に充てた企

業債に係る元金償還金に対する一般会計からの

繰入割合は、令和６年度実績を踏まえて 13.1％

で算定。 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定。 

支
出 

営業費用 

人件費 

直近実績に人件費上昇率(1.2％)を加味して推

計。 

※人件費上昇率は、滋賀県の行政職の過去３年

分の平均給与の増減率を使用。 

流域下水道 

維持管理負担金 

令和８年度から新単価を使用して、一般排水と

特定排水の処理水量の予測に基づき推計。 

資産減耗費 過年度の実績等を踏まえ算定。 

減価償却費 既存資産＋新規投資分 

その他 
過去実績(５年平均)に物価上昇率(２％)を加味

して推計。 
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※物価上昇率は、内閣府の「中長期の経済財政に

関する試算」の成長実現ケースを参考に設定。 

営業外費用 
支払利息 

既存分＋新規発行 

※新規発行は、建設改良債は５年据置・25年の

元利均等償還(利率 2.2％)。 

資本費平準化債は、３年据置・17 年の元金均等

償還(利率 2.2％)。 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定 

特別損益 見込まない。 

資
本
的
収
支 

収
入 

企業債 

建設改良債：国庫補助等を控除した残額の 80％

を起債で充当。 

資本費平準化債：発行可能額(制度改正後)を資

金が十分に確保できるまで満額発行し、その後

は抑制。 

他会計補助金 

【基準内】 

将来の償還金および投資計画等に基づき推計。 

【基準外】 

見込まない。 

国庫補助金 

新規投資のうち、国庫補助充当見込額(計画に基

づき推計)。 

更新投資のうち、国庫補助充当相当額(過去実績

に基づき推計)。 

工事負担金 見込まない。 

その他 見込まない。 

支
出 

建設改良費 
新規投資＋更新投資(固定資産台帳に基づき推

計) 

企業債償還金 
既存分＋新規発行分(建設改良債、資本費平準化

債) 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定。 
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≪農業集落排水事業≫ 

項  目 前提条件 

収
益
的
収
支 

収
入 

営業収益 

使用料収入 

使用料収入＝年間有収水量×使用料単価(直近

実績) 

・年間有収水量＝１人１日当たり有収水量(直近

実績)×水洗化人口 

・水洗化人口＝行政区域内人口(社人研推計)×

普及率(直近実績)×水洗化率 

・水洗化率＝過去の水洗化率の平均増減率で

100％になるまで推計。 

※人口については、農集から公共接続となる処

理区の人口を公共側に加算、農集側で減算する

調整を実施。 

雨水処理負担金 見込まない。 

受託工事収益 見込まない。 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定。 

営業外収益 

他会計補助金 

【基準内】 

将来の資本費および投資計画等に基づき推計。

【基準外】 

損益補填として算定。 

長期前受金戻入 既存資産＋新規投資分(国庫補助) 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定。 

支
出 

営業費用 

人件費 

直近実績に人件費上昇率(1.2％)を加味して推

計。 

※人件費上昇率は、滋賀県の行政職の過去３年

分の平均給与の増減率を使用。 

流域下水道 

維持管理負担金 
見込まない。 

資産減耗費 過年度の実績等を踏まえ算定。 

減価償却費 既存資産＋新規投資分 

その他 

直近実績に物価上昇率(2％)を加味して推計。 

※物価上昇率は、内閣府の「中長期の経済財政に

関する試算」の成長実現ケースを参考に設定。 

営業外費用 
支払利息 

既存分＋新規発行 

※新規発行は、建設改良債は 5年据置・25年の

元利均等償還(利率 2.2％)。 

資本費平準化債は、３年据置・17 年の元金均等

償還(利率 2.2％)。 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定。 

特別損益 
公共下水道への接続年度に、農業集落排水施設

除却費を推計。 
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資
本
的
収
支 

収
入 

企業債 

建設改良債：国庫補助等を控除した残額の 80％

を起債で充当 

資本費平準化債：発行可能額(制度改正後)を資

金が十分に確保できるまで満額発行し、その後

は抑制。 

他会計出資金 見込まない。 

他会計補助金 

【基準内】 

高度処理(用地) 

【基準外】 

見込まない。 

国庫補助金 
更新投資のうち、国庫補助充当相当額(過去実績

に基づき推計)。 

工事負担金 見込まない。 

その他 見込まない。 

支
出 

建設改良費 更新投資(固定資産台帳に基づき推計) 

企業債償還金 
既存分＋新規発行分(建設改良債、資本費平準化

債) 

その他 過年度の実績等を踏まえ算定。 
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３ 全事業合算（公共下水道事業・農業集落排水事業合算） 
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４ 公共下水道事業 
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５ 農業集落排水事業 
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６ 原価計算表 

原価計算表は、原価算定期間内における現行の使用料水準が適切なものであるかを示す

ものであり、次ページからの図表は令和８年度(2026 年度)から令和 12 年度(2030 年度)ま

での５年間を原価算定期間として試算したものです。「支出の部」に記載している数値は使

用料対象経費といい、本来は資産維持費を考慮します。しかしながら、現行の繰入金の算定

方法では、資産維持費を考慮して使用料が増収となる水準を設定したとしても、その増収分

と同等の繰入金が減額されてしまう結果になります。そのため、現時点においては、使用料

対象経費の中に資産維持費を見込まない方針としています。 

原価計算表における使用料対象経費に占める使用料の割合((X)/((Y)＋(Z))*100)は、本

来 100％以上になることが使用料収入の水準として求められるところですが、本市の公共下

水道事業(公共下水道＋特定環境保全公共下水道)では、使用料対象経費の一部を使用料収

入以外のその他の収入で賄っているため、100％をやや下回る水準でも使用料としては、支

障はありません。一方、農業集落排水事業では、使用料対象経費に対する使用料の水準は

80％程度に留まっていますが、本市では、居住する地域によって使用者の負担に差異が生じ

ることは好ましくないとの政策的な判断から、使用料ではなく、基準外繰入金により使用料

対象経費を賄うこととしています(第２章２(６)②参照)。 
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図表 7‐5 原価計算表(全事業合算)  
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図表 7‐6 原価計算表(公共下水道事業) 
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図表 7‐7 原価計算表(農業集落排水事業) 
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第８章 経営戦略の事後検証、更新 

１ 前回の経営戦略目標と実績の比較 

前回の経営戦略の進捗状況を把握するために、目標値に設定した各指標と実績値とを

比較しました。 

公共下水道事業では、繰入金対使用料割合は令和元年度の 120.9％から改善している

ものの、目標値には未達となっています。前回の目標設定時には、基準外繰入金への依

存を課題として、繰入金を削減していくために本指標を目標としていました。基準外繰

入金は令和８年度の目標値を概ね達成しましたが、汚水処理に係る公共的な経費に対し

て国が定める基準に基づき負担するという性質を持つ基準内繰入金が一定必要とする

ため、令和８年度の目標達成は困難です。なお、資本費平準化債の制度拡充(第５章２

Topic 参照)により、基準外繰入金は大きく削減できる見込みとなっていることから、

今後は資本費対使用料算入率(第５章５Topic 参照)を新しい目標として設定します。 

一方、水洗化率は令和６年度末時点で既に目標値を達成しています。 

農業集落排水事業では、企業債残高が令和元年度の 11.7 億円から減少しており、目

標値に向けて順調に減少しています。 

 

≪公共下水道事業≫ 

○ 繰入金対使用料割合 

 

 

 

 

○ 水洗化率 

 

 

 

 

≪農業集落排水事業≫ 
 
○ 企業債残高 

 

  

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和13年度

(実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (目　標) (目　標)

基準内繰入金 (千円) A 606,515 628,316 595,678 632,453 530,417 593,142 499,094 356,078

基準外繰入金 (千円) B 60,594 72,441 97,678 82,061 48,176 20,196 20,457 0

実繰入額 (千円) C＝A+B 667,109 700,757 693,356 714,514 578,593 613,338 519,551 356,078

使用料収入 (千円) D 551,921 551,867 563,083 585,228 594,518 594,363 576,502 599,598

繰入金対使用料割合 E＝C÷D 120.9% 127.0% 123.1% 122.1% 97.3% 103.2% 90.1% 59.4%

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和13年度

(実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (目　標) (目　標)

現在水洗便所設置済人口 A 32,827 32,939 32,563 32,700 32,524 32,244

現在処理区域内人口 B 34,958 34,835 34,523 34,426 34,103 33,801

水洗化率 C＝A÷B 93.9% 94.6% 94.3% 95.0% 95.4% 95.4% 95.0% 95.0%

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 令和13年度

(実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (実　績) (目　標) (目　標)

企業債残高 11.7億円 10.7億円 9.8億円 8.9億円 8.0億円 7.6億円 7.7億円 6.9億円
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２ 新たな経営戦略目標の設定 

≪下水道事業全体≫ 

指 標 
令和６年度 
(実績) 

令和 13年度 
(目標) 

令和 17年度 
(目標) 

算 式 

資金残高 2.6 億円 9.9 億円 11.0 億円 ― 

 

 

≪公共下水道事業≫ 
 

指 標 
令和６年度 
(実績) 

令和 13年度 
(目標) 

令和 17年度 
(目標) 

算 式 

経費回収率 98.4％ 97.3％ 98.6％ 使用料収入÷汚水処理費 

経常収支比率 106.3％ 100.0％ 100.0％ 経常収益÷経常費用 

資本費対 
使用料算入率 

14.4％ 13.0％ 14.1％ 資本費に充てた使用料÷資本費 
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≪農業集落排水事業≫ 
 

指 標 
令和６年度 
(実績) 

令和 13年度 
(目標) 

令和 17年度 
(目標) 

算 式 

経費回収率 61.9％ 99.3％ 94.2％ 使用料収入÷汚水処理費 

経常収支比率 104.4％ 100.0％ 100.0％ 経常収益÷経常費用 
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３ 経営戦略の推進の点検・進捗管理の方法 

経営戦略に基づき計画的に事業運営をしていくため、毎年度目標指標の達成状況を把

握することで進捗管理を行います。 

また、５年に一度経営戦略における投資・財政計画と実績とのかい離およびその原因

を分析し、その結果を経営戦略等に反映させる PDCA サイクル(計画策定「Plan」-実施

「Do」-検証「Check」-見直し「Action」)を継続し、目標の達成状況や見直した経営戦

略を市民の皆様に公表します。 

 

図表 8‐1 PDCA サイクルのイメージ 
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４ 経費回収率向上に向けたロードマップ 

「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進について」(令和２年７月 21 日

付け国水下企第 34 号)において、経費回収率の向上に向けた収支構造の適正化に係る具体

的取組みおよび実施予定時期を経営戦略に明記することが求められていることから、経費

回収率向上に向けたロードマップを以下に示します。 

 経費回収率向上に向け、経営戦略の見直しに併せて使用料の在り方を検討していきます。

また、広域化・共同化や民間活力の活用等を検討・推進し、経費削減に努めていきます。そ

して、これらの取組みの成果を測る業績目標として、「経常収支比率 100％および経費回収

率の現状維持」を業績目標と定めます。なお、現行の繰入金の算定方法では、使用料の改定

によって収入が増加したとしても、繰入金が減少してしまうことで、経費回収率の上昇に寄

与しないため、経費回収率は現状維持を目標としています。 
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第９章 用語集 

用語 説明 

あ 

汚水処理原価 

汚水処理に要した経費を有収水量で除したもの。有収水量１㎥当たり、どれくらいの経費が汚水処

理費用に要するかを見る指標で、低い方がよい。 

(算式)汚水処理費用(公費負担分を除く)÷有収水量 

か 

企業債 地方公営企業が行う建設改良事業等に要する資金に充てるために起こす地方債のこと。 

企業債残高対事業規模

比率 

使用料収入に対する企業債残高の割合。企業債残高の規模を表す指標。 

(算式) 

(企業債現在高合計－一般会計負担額)÷(営業収益－受託工事収益－雨水処理負担金)×100 

基準外繰入金 一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める基準に基づかないもの。 

基準外繰入金対使用料

割合 

使用料収入に対する基準外繰入金の割合。一般会計からの繰入金のうち、基準外繰入金にどの程度

依存しているかを表す指標。 

(算式)基準外繰入金÷使用料収入×100 

基準内繰入金 一般会計からの繰入金のうち、総務省の定める基準に基づくもの。 

繰入金(繰出金) 
一般会計から下水道事業会計に繰り出される資金のこと。基準内繰入金と基準外繰入金がある。一

般会計側から見たときは「繰出金」と呼ぶ。 

繰入金対使用料割合 
使用料収入に対する繰入金の割合。一般会計からの繰入金にどの程度依存しているかを表す指標。 

(算式)繰入金÷使用料収入×100 

経常収支比率 
料金収入、一般会計繰入金等の収益で、経常的な費用がどの程度賄われているかを示す指標。 

(算式)経常収益÷経常費用×100 

経費回収率 

汚水処理に要した費用に対する、使用料による回収程度を示す指標。汚水処理に係る全ての費用を

使用料によって賄うことが原則。 

(算式)使用料収入÷汚水処理費用(公費負担分を除く)×100 

さ 

資本費対使用料算入率 
使用料がどれだけ資本費に充当されているかを示す指標。 

（算式）使用料収入のうち資本費に充当された部分÷資本費 

資本的収支 
企業の将来の経営活動に備えておこなう建設改良および建設改良に係る企業債償還金などの支出

と、その財源となる収入。 

収益的収支 一事業年度の企業の経営活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する全ての費用。 

使用料単価 
1㎥当たりの平均的な使用料の単価。 

(算式)有収水量÷使用料収入 

水洗化率 

下水道の処理区域内で実際に水洗便所を設置して汚水を処理している人口の割合。 

(算式)水洗便所設置済人口÷処理区域内人口×100 
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た 

長期前受金戻入 
固定資産取得のために交付された補助金などについて、減価償却見合い分を収益化したもので、

現金を伴わない収益。 

は 

分流式下水道 汚水と雨水を分けて流す方式の下水道のこと。 

普及率 
行政区域内人口のうち、下水道を利用できる人口の割合。 

(算式)処理区域内人口÷行政区域内人口×100 

や 

有収水量 使用料徴収の対象となる水量。 

有形固定資産対減価償

却比率 

有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるか、資産の老朽化度合を示す

指標。 

(算式)有形固定資産減価償却累計額÷有形固定資産のうち償却対象資産の帳簿原価×100 

ら 

流動比率 
短期的な債務に対する支払能力を表す指標。 

(算式)流動資産÷流動負債×100 

 


	表紙
	目次
	第1章　経営戦略の概要
	1 経営戦略改定の趣旨と位置付け
	(1) 経営戦略改定の趣旨
	(2) 経営戦略の位置付け

	2 経営戦略の対象および投資・財政計画期間

	第2章　下水道事業の現状と課題
	1 公共下水道事業の現状と課題
	(1) 公共下水道事業の概要
	(2) 事業の沿革
	(3) 施設の状況
	(4) 下水道使用料の状況
	(5) 組織、職員の状況
	(6) 収益性に関する分析
	(7) 投資に関する分析
	(8) 類似団体との比較
	(9) 公共下水道事業の課題

	2 農業集落排水事業の現状と課題
	(1) 農業集落排水事業の概要
	(2) 事業の沿革
	(3) 施設の状況
	(4) 下水道使用料の状況
	(5) 組織、職員の状況
	(6) 収益性に関する分析
	(7) 投資に関する分析
	(8) 類似団体との比較
	(9) 農業集落排水事業の課題


	第3章　経営の基本方針
	1 経営の基本理念
	2 経営の基本方針
	(1) 基準外繰入金に依存しない持続可能な経営基盤の確立
	(2) 市民の快適なくらしと良好な水環境の提供を長期にわたって実現するための基盤整備
	(3) 地震や浸水等の災害に強い誰もが安全・安心に暮らせるまちづくりの推進


	第4章　下水道事業の投資試算
	1 投資の方針
	2 公共下水道事業の投資試算
	3 農業集落排水事業の投資試算
	4 投資の目標

	第5章　下水道事業の財源試算
	1 下水道事業の財源構成
	2 繰入金について
	Topic 企業債の償還と資本費平準化債

	3 公共下水道事業の財源試算
	(1) 使用料収入算定の前提条件
	(2) 収入の見通し
	(3) 繰入金の見通し
	(4) 資金の見通し

	4 農業集落排水事業の財源試算
	(1) 使用料収入算定の前提条件
	(2) 収入の見通し
	(3) 繰入金の見通し
	(4) 資金の見通し

	5 財源試算の課題
	Topic 資本費対使用料算入率

	6 財源試算の目標

	第6章　経営健全化の取組
	1 経営の健全化に向けた取組
	2 使用料改定の検討
	(1) 使用料改定の実施
	(2) 使用料改定の検討
	(3) 使用料体系の検討

	3 使用料改定後の財源試算
	(1) 公共下水道事業
	(2) 農業集落排水事業


	第7章　下水道事業の投資・財政計画
	1 前回の投資・財政計画と決算との比較
	2 投資・財政シミュレーションモデルの作成
	3 全事業合算(公共下水道事業・農業集落排水事業合算)
	4 公共下水道事業
	5 農業集落排水事業
	6 原価計算表

	第8章　経営戦略の事後検証、更新
	1 前回の経営戦略目標と実績の比較
	2 新たな経営戦略目標の設定
	3 経営戦略の推進の点検・進捗管理の方法
	4 経費回収率向上に向けたロードマップ

	第9章　用語集

